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外部評価委員会への回答内容 

 

第１章 第３節 施策１ 子育て環境の充実 
 

≪計画事業№060 保育園民営化・活性化事業≫ 児童家庭課 

① 平成２２年度の「民営化に向けた検討」の具体的な内容を教えて下さい。 

【回答内容】 

現在、国が検討している「子ども子育て新システム」において、幼稚園の機能と保育園の機

能を統合する幼保一体化へ向けた動きが進行中であり、今後、保育制度そのものが大きく変わ

る可能性があります。公立保育園の民営化にあたっても大きな影響があり、今後の保育制度を

的確に見据え、慎重に議論を進める必要がありますことから、現在は国の動向を注視し、情報

を収集しているところです。 

 

② 活動指標、成果指標の実績値を教えて下さい。 

【回答内容】 

現時点で活動指標及び成果指標は、実績値を算出するのは不可能です。 

 

③ 平成２２年度の人件費は１８０万円となっていますが、正しいのでしょうか。 

【回答内容】 

「子ども子育て新システム」に係る情報収集を行ってきているところですが、経費としては算

出しておりません。 

事業費の推移の人件費②人数0.20（1,800千円）を0.01（90千円）に修正します。 

 

④ 最終的に保育園はすべて民営化を計画しているのですか。 

【回答内容】 

計画では4園あった公立保育園のうち、2園を民営化することとしており、そのうち1園（大曲保

育園）については平成20年度に民営化を実施し、残り1園についての民営化を検討しています。 

保育をとり巻く環境は大きく変化する可能性があり、今後の保育制度をふまえ、慎重に検討

してまいります。 

 

 

≪計画事業№062 地域子育て支援センター運営事業≫ 子育て支援センター 

① 「みんなの広場」の具体的な活動内容を教えて下さい。 

【回答内容】 

*子育て相談(電話・来館)月曜日～土曜日 10:00～16:00 

*親子にこにこ広場 ぴよぴよコース 妊婦・生後3ヶ月～9ヶ月→年12回 

            とことこコース  生後 10 ヶ月～１歳 6 ヶ月→年 12 回 

 月齢や年齢に応じたメニューの取り組み  10:00～11:30 

小麦粉粘土・わらべ歌遊び・布遊び・絵本の読み聞かせ・散歩託児つきで、離乳食やアレ

ルギー食の調理実習、子どもの髪のカット、乳幼児に多い事故と救急法、乳がんの見つけ

方、子どもの歯を知ろう 
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*子育て講座  年12回 →内容によって託児あり 10:00～1130 

    事前に予約が必要  

*みんなの広場 月曜日～土曜日 10:00～16:00 親子で自由参加 

    親子の交流の場や子育ての情報交換。 

    12:00～13:00は調理室で昼食をとることができる。 

*出前みんなの広場→月に１回 (外部に出て行く) 

    地域交流ホーム「ふれて」のキッズコーナーで遊びのサロンを開催。 

親子のつどいの場を提供。 

*パパと遊ぼう→年に１回 日曜日 10:00～1130 

*シルバー子育てサポ－ト事業→月５回程度の活動  

    ボランティアスタッフが、昔遊びの伝承や子育てのアドバイスを行い、乳幼児の健やかな成長

を支えていくお手伝いをしてもらう。 

 

*子育てサークルへの支援 

    サークル立ち上げの相談に応じたり手助けをする。 

    地域で活動しているサークル場所に行き遊びの提供を行う。 

*健康推進課合同事業→多胎児交流会、育児交流会、マタニティ－クラス会 

 

② 平成２２年度の「みんなの広場」実績値７，７８２人というのはのべ人数でしょうか。 

【回答内容】 

7,782人の実績値は、平成22年5月8日～平成23年3月31日までの「みんなの広場」に参加した

実績値です。 

実施日数が264日、親が3,447人、こどもが4,335人で合計延べ人数が7,782人となっています。 

子育て相談が、147人です。(電話2件・来館145件) 

 

③ 特定の利用者が常時利用しているような状況でしょうか。 

【回答内容】 

天候にもよりますが、午前と午後を通して、常時利用なさっている方は固定化してきている状

況にあります。 

 

 

 

第１章 第５節 施策３ 介護サービスの充実 

 

▼ 介護保険の全体像の事業のどれに相当するかを提示してください。（介護従事者フォ

ローアップ研修事業、住宅改修介護サービス事業、家族介護支援事業、介護サービス利

用者負担額軽減事業、地域包括ケア推進事業、高齢者総合相談支援事業、地域包括支援

センター運営事業、高齢者虐待防止ネットワーク事業、認知症支え合い事業、成年後見

制度利用支援事業 以上10事業） 

 ⇒ 別紙１「介護保険事業概要」のとおり 
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≪計画事業№136 高額介護サービス費貸付金事業≫ 高齢者支援課 

① 対象となる「介護保険利用者で、一時的に利用者負担額の支払が困難な方」とはどのよ

うな人たちでしょうか。 

【回答内容】 

介護保険のサービス利用者が、当該月に支払う金額の合計が基準額（所得に応じ１月15,00

0～37,200円）を超えた方で、市に貸付を申請する方はすべて対象となり、支払いの困難な方の

基準は特にありません。 

 

② 介護保険料滞納者はこの対象にならないのでしょうか。 

【回答内容】 

対象となりません。 

 

③ 過去の貸付と回収の実績額を教えて下さい。 

【回答内容】 

平成16年以降利用はありません。 

 

≪計画事業№140 家族介護支援事業≫ 高齢者支援課 

① 対象となる「高齢者を介護している方」は市内でどれくらいの人数がいるか市で把握し

ているのでしょうか。またそれはどのような方法によるのでしょうか。 

【回答内容】 

推計しています。 

【在宅高齢者で同居者がいる方】 

  ＝高齢者人口（65歳人口）－独居高齢者－施設等入所者 

  ＝13,414人－1,464人－555人 

  ＝11,395人      ※独居高齢者数、及び施設等入所者数は高齢者実態調査に基づく 

              

【在宅で介護している人】 

※認定割合（第１号）   17.2％ 

※独居高齢者割合    10.7％ 

 認定者数＝13,414人×17.2％＝2,307人 

 独居高齢者数＝2,307人×10.7％＝246人 

 施設等入所者数＝555人 

 在宅で介護している人＝認定者数－独居高齢者数－施設等入所者数＝1,506人 

 

② 家族介護慰労事業の支給者は２名となっていますが、市内で対象者は２名しかいないの

でしょうか？ 

【回答内容】 

慰労金の支給を受けようとする方は、「北広島市家族介護慰労金支給申請書」に申告書を添

えて市に提出します。 

市は、内容を審査の上、決定通知書により結果を通知します。 

支給の対象者は、以下の各項目に該当する必要があります。 
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・北広島市の介護保険被保険者であること 

・要介護４又は５の認定を受けた者若しくはこれらに相当する者であること 

・居宅サービス（１週間程度の短期入所サービス及び居宅療養管理指導を除く）又は施設

サービスを受けていないこと 

・介護保険料に未納がないこと 

・被保険者の属する世帯の全ての世帯員について、申請を行った年度分の市民税が非課税

であること 

  

要介護４の認定者数   166人（平成23年3月31日現在） 

要介護５の認定者数   223人 

支給対象項目について、該当・非該当の確認は行っておりません。 

 

 

第１章 第５節 施策４ 地域支援体制の推進 

 

≪計画事業№118 高齢者支援サービス事業≫ 高齢者支援課 

① 融雪装置設置費補助事業について、市民への周知はどのように行っているのでしょうか。 

【回答内容】 

例年、広報北広島４月号で、高齢者を対象とする在宅福祉サービスの紹介をしています。融

雪装置設置費補助事業につきましては、「ロードヒーティング設置費の補助」として周知を図って

います。 

このほかにも、高齢者サービスガイド、北広島市ホームページで紹介をしています。 

 

② 除雪サービスについて、どのような作業内容なのでしょうか。戸別に行うのでしょうか。 

【回答内容】 

玄関から公道までの通路部分の除雪を（屋根からの落雪も含む）戸別に行います。 

 

③ （健常者であっても）除排雪は自己負担で業者に依頼している世帯も多いですが、公平

性の観点から問題無いのでしょうか。 

【回答内容】 

・独居高齢者又は高齢者世帯で身体的事情により除雪作業が困難である世帯 

・身体障がいのため除雪作業が困難である世帯 

原則として市内に健康な親族のいない低所得者である世帯が対象となります。 

  ※「低所得である世帯」とは、世帯全員が市民税所得割非課税の世帯。 

   身体的要因と経済的要因のいずれにも該当する必要があります。 

 

④ 除雪サービスについて、「日常生活に必要な通路」の意義を教えて下さい。 

【回答内容】 

玄関から公道までの、居住者を含めた出入りに必要な通路部分であり、避難路の確保にも

なっています。 
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≪計画事業№127 地域包括ケア推進事業≫ 高齢者支援課 

地域ケア会議の体制  地域ケア会議は、4つの会議で構成。 

区分 高齢者支援課 高齢者支援センター 社会福祉協議会 構成員 

全体会 ◎ ○ ○ ○ 

連絡会議 ◎ ○ ○ ― 

地域ケア会議 

（地区別） 
○ ◎ ○ ◎ 

運営会議 ○ ◎ ○ ― 

◎：中心的な役割を担う。 

○：連携協力する。 

 

① 事業の主体はだれですか。 

【回答内容】 

会議により実施主体が変わります。 

全体会、連絡会議は高齢者支援課が主体で実施します。 

地域ケア会議（地区別）、運営会議は高齢者支援センターが主体で実施します。 

 

② 1 次評価の「北海道型地域包括ケアシステムの確立に伴い、地域ケア会議においてシス

テムを導入するとともに・・・・」の意味が理解できない。内容を説明してほしい。 

【回答内容】 

北海道型地域包括ケアシステムとは、平成23年度から北海道が推奨する「安心して暮らせる

地域づくりガイドブック」を活用した住民参加型の地域づくりのことであり、要介護状態になって

も、可能な限り、住み慣れた地域や自宅で生活を続け、人生最期のときまで自分らしく生きられ

ることを可能とする制度の充実を目指しています。 

当市においては、「地域の目指す姿」を実現するため、道の支援の下、市が中心となり、高齢

者支援センターや地域ケア会議など地域の実情に応じた「協議の場」において、地域ごとに必要

な支援機能の現状評価と課題、具体的な改善策などを議論し、地域にとって必要な支援体制が

構築される取り組みを進めています。 

 

③ 連絡会議と全体会の内容をおしえてください。 

【回答内容】 

内容は以下のとおりです。 

  ●高齢者支援課が実施主体 

 全体会 （原則：年１回 必要時に開催） 

・内容 ①各地域間の情報交換 

②必要な知識習得のための研修の開催 

※全体会は、各地区の地域ケア会議の取り組みにおいて、全市的な情報交換が必

要な内容や広域的で全市的な連携・調整が必要な内容について考える。 

・構成  ４地区の地域ケア会議構成員 

※東部地区、西の里地区、北広島団地地区、大曲・西部地区の地域ケア会議構成

員 
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 連絡会議  （原則：年２回 上下半期に開催） 

・内容 ①地域別地域ケア会議の情報・意見交換 

②全体会で行うべき課題の提起や検討。 

・構成  ４地区の運営会議メンバー 

※高齢者支援課・４地区（ひがし・きた・みなみ・にし）高齢者支援センター・社会福

祉協議会 

 

●高齢者支援センターが実施主体 

 地域ケア会議（地区別） 

・内容 ①地域の課題を把握する。 

      ②各地域で高齢者の具体的な課題について、構成員や地域住民と連携協力し解決

方法を検討する。 

③課題の取り組みにあたる研修会・学習会を開催する。 

④課題解決のために関係機関へ働きかける。 

⑤選出母体の関係団体へ周知する。 

 

   ・開催方法  地域の特性にあわせた設定。適宜開催。 

   ・構成員   下表に示す地域の関係機関や団体に属し高齢者支援センターが依頼した方。 

    

関係機関・団体名 ＜順不同＞ 

医療機関関係者 北広島市自治連合会 

介護保険事業所関係者 地区民生委員児童委員協

議会 

障害者福祉サービス関係者 地区社会福祉委員会 

その他の地域関係者 

（NPO、ボランティア団体、老人クラブ、介護者支援団体、 

その他高齢者福祉に寄与する団体） 

                             

 運営会議 （適宜開催） 

・内容 ①地域ケア会議の内容や運営方法について検討協議。 

②構成員の選出。 

 ※選出方法 

上記表に示す地域の関係機関や団体に属する方で、各地域ケア会議に必要な

構成員を選出し、構成員とすることができる。 

・構成  高齢者支援センター、高齢者支援課、社会福祉協議会 

 

④ H22 の自己評価に「会議の在り方、意義、役割について、理解が深まったが、住民の理

解は未だ不十分である」とあるが、会議の必要性が余り感じられないが・・。 

【回答内容】 

今後、地域包括ケアシステムを市町村が構築し、推進していくものであります。システム構築

のため、介護保険事業所や地域住民等との連携や高齢者の課題解決に向けた話し合いが必

要なことから、一つの手法として、地域ケア会議を活用できるように再編したいと考えており、必
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要性を感じているところであります。 

 

⑤ H23予算は前年比の2倍になっているが、理由を教えてください。 

【回答内容】 

H22年度は地域福祉シンポジウムと全体会の事業を統合して実施したため、主に福祉シンポ

ジウムの予算を執行したため。 

 

 

≪計画事業№128 高齢者総合相談支援事業≫ 高齢者支援課 

① 実施主体は、市？ 

【回答内容】 

実施主体は市（高齢者支援課）です。（ただし、高齢者支援センターにも担当地区の総合相

談支援を委託しています。） 

 

② 窓口・電話相談の実施が 2 万 4 千件で、どのように対応しているのか？担当の人数は？ 

介護保険の認定に関する相談なども含むのか？ 

【回答内容】 

相談体制は、高齢者支援課高齢者相談担当職員（保健師・社会福祉士・栄養士）8人と高齢

者支援センター職員（保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー）13人が対応しています。 

相談窓口は平日に開設しています（一部土曜日も開設）が、開設日以外も高齢者支援セン

ターは24時間携帯にて相談を受ける体制をとっています。 

相談方法は、訪問・電話・来所・事業・文書等で受けています。介護認定に関する相談も含ま

れています。 

 

③ 高齢者健康データバンク事業については、いつから行なっているのか？どれくらいシス

テム化しているのか（人数的に）。 

【回答内容】 

データバンクはH９年から開始しています。全高齢者の個人台帳（13,500人程度）を管理して

います。個人台帳の情報量については個人差がありますが、8割程度に高齢者実態調査の結

果が取り込まれています。 

世帯状況等の統計、要支援者等の給付管理、総合相談の集計、高齢者実態調査の対象者

リストアップ等を業務で日常利用し、システム化しています。 

④ データバンクの管理はどのように行なわれているのか？ 

【回答内容】 

システムの起動には指紋認証が必要です。ＩＤとパスワードは個人管理されており、登録者の

みの使用を徹底しています。 

 

⑤ 高齢者実態調査は、民生委員が行なっているとのことだが、過去の実態調査の累計は？ 

何割の把握？ 

データバンクで、基本情報を把握していると思うが、更にどんなことを調査するのか？ 

【回答内容】 
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高齢者実態調査では、基本情報の他、緊急連絡先、現在の通院状況、日常生活状況、日常

の困りごと、高齢者支援センターへの相談希望の有無を調査しています。 

例年回収率は、95％前後となっており、有効回答数も全体の9０％以上となっています。 

困りごとに対し、事後フォローを行い、必要に応じて高齢者支援センターにつないでいます。 

 

 

≪計画事業№130 地域包括支援センター運営事業≫ 高齢者支援課 

① この内容は、介護予防サービスに関する事業のみか？地域支援事業は入っていないの

か？ 

【回答内容】 

地域支援事業（例えば、高齢者の権利擁護や介護支援専門員支援、地域ケア会議、家族支

援事業、介護予防事業、二次予防事業対象者把握等の業務）も含まれます。 

 

② 8/1 の資料で、4 カ所のバランスはおおむねとれていると書いてあるが、みなみ、にし

は多いのではないか。 

【回答内容】 

前回は、主要な業務の実績等を表にまとめたもので、全てを掲載したものではございませ

ん。高齢者虐待への対応やケアマネジャーへの支援等、他の業務も勘案して、現在の業務量と

して、一つのセンターに業務が偏っているとは考えていなものであります。 

今後のあるべき姿は、高齢化の推計や介護度の進行状況等、総合的に捉え、検討していか

なければならないものと考えます。 

 

③ 相談 1 件当たりの費用を年々減らしているが、内容的に下げているのか？ 

【回答内容】 

相談件数は増加すると見込んでいるが、人件費等の予算を大きく増やす想定ではないた

め、結果的に下がっているものです。 

 

 

≪計画事業№131 高齢者虐待防止ネットワーク事業≫ 高齢者支援課 

① 包括支援センターの相談窓口の予算も入っているのか？ 

【回答内容】 

入っていません。高齢者支援センターの相談窓口予算は、高齢者支援センター運営事業に

入っています。 

 

② 予算が 2.2 倍になっているが、どの部分を強化するのか？ 

【回答内容】 

例年の予算計上額と同様であるが、研修等によるスキルアップや周知活動のパンフレット代

が例年に比べ少なかったことによります。 

 

 

≪計画事業№132 認知症支え合い事業≫ 高齢者支援課 
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① 介護保険の対象者も含むのか？ 介護保険にかわるもの？ 

【回答内容】 

介護保険対象者も含まれます。 

 

② 支え合い員とは何か？資格は？ボランティアとしての責任は？ 

【回答内容】 

支え合い員は有償ボランティアで、おおむね70歳未満で介護経験のある方やボランティア経

験のある方、または関心があり、今後支え合い員活動が可能な方を募集し、市が主催する養成

講座を8割以上出席した方が登録されています。 

 

③ 現在支え合い員はどれくらいの人数がいるのか？ 

【回答内容】 

H23年4月1日では19名の登録。 

H23年度に養成講座を開催し、8月5日に11名が新規登録となり、30名の登録。 

 

④ 認知症高齢者の利用人数は？ 

【回答内容】 

認知症支え合い員の訪問は実人数９人ですが、延２０３回／年の活動となっており、ペアで

の訪問を行っています。 

 

⑤ 認知症啓発団体とは？認知症サポーターとは？ 

【回答内容】 

認知症啓発団体は「北広島キャラバン・メイト」を言います。また、認知症サポーターはキャラ

バン・メイトが実施する認知症サポーター講座を受講した方を言います。 

認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域をつくる「認知症を知り地域をつくる

１０カ年」と言う全国キャンペーンが平成17年度から始まりました。その一環として、地域で認知

症を理解する人を一人でも増やそうという「認知症サポーター100万人キャラバン事業」が始ま

り、北広島市でもＨ18年8月から取り組んでいます。 

市内にはキャラバン・メイトは、２０名おります。これまでの累計でキャラバン・メイトが実施す

る認知症サポーター講座受講者（＝認知症サポータ）は2,192人となっています。 

 

 

第２章 第３節 施策３ 地域が支える健全育成活動の充実 
 

≪計画事業№256 青少年安全対策事業≫ 青少年課 

① 青春メッセージの対象は高校生ですか。２５０名の参加者は高校生が主に参加している

のか。健連協も参加しているとありますが、参加者の構成を教えてください。 

【回答内容】 

青春メッセージにつきましては、中学生がメッセージを発表します。 

参加者につきましては、保護者、学校関係者、健連協、民生委員児童委員などとなっていま

す。 
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≪計画事業№256 青少年安全対策事業≫ 青少年課 

① 専任指導員とスクールガードリーダーの役割の違いとその報酬について教えてください。

（スクールガードリーダーの報酬は聞いている。）あえて分ける意味があるのか。 

【回答内容】 

専任指導員につきましては、補導巡視活動や環境浄化のための立入調査、不審者対応の

ほか生徒指導上における学校への指導、助言ならびに関係機関との対応など青少年の健全育

成を推進するための活動を行っています。 

スクールガードリーダーにつきましては、学校を定期的に巡回し、警備のポイントや通学路に

ついて点検し指導、評価や、地域のスクールガード（見守り隊等）に対して指導を行うなど、学校、

通学路における子どもたちの安全確保のための活動を行っています。 

専任指導員の報酬については、月額 148,900 円です。 

 

② 不審者情報のメール配信で危機を回避した具体的な事例は？  

【回答内容】 

不審者情報メールにつきましては、不審者情報を速やかに保護者や学校、地域住民に情報

提供することで注意喚起を促し、二次被害の防止など、子どもたちを危険から回避し事件や事

故を防ぐものです。 

メール配信後、同一犯と思われる被害報告は今のところありません。 

 

 

 

第２章 第７節 施策１ 個性豊かな地域文化の振興 
 

≪計画事業№273 文化団体活動支援事業≫ 文化課 

① ２１，２２年度決算における繰越金について監査の指摘があったそうですが、いかなる

内容になっているか。 

【回答内容】 

○平成 21 年度定例監査での指摘 

 補助金に関する事務について 

次の事項については、前回の監査において指摘したが改善されていない。 

指摘事項に対し、措置するとした事項については、確実かつ厳正な実行に努められたい。 

１）  補助金の交付に当たっては、「北広島市補助金等交付基準」（平成 20 年 9 月 25 日市

長決定）に基づき、個々の補助制度ごとに補助目的、対象事業、対象経費（費目）等を

定めた要綱等を整備し、補助金の適正な執行に努められたい。 

２）  補助金の概算払いに当たっては、「北広島市補助金等交付規則の運用について」（平

成 7 年 3 月 28 日総務部長決定）に基づき、事業計画と資金収支計画との整合性を十

分確認、審査し、適時に支払い、予算の効率的な執行に努められたい。 

  ○平成22年度定例監査での指摘   なし 

 

② ２３年度予算でも２１万円余の繰越金を見込んでいることについてどう考えているの

か。 

【回答内容】 
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繰越金は、北広島市文化連盟が来年度結成40周年を迎えるにあたり、周年事業費として、

毎年会費の中から積み立ててきたものである。今年度から40周年事業の準備を開始する予定

である。 

 

③ ２２年度は対象経費に対する交付金の割合が８２％になっていることにつての意見は。 

【回答内容】 

22 年度は、文化連盟が毎年実施している自主企画事業を、日程や人的な都合がつかず開

催することができなかったため、歳入で見込んでいた事業収入が得られず、例年より事業費が

縮小し交付金の割合が高くなったことによる。 

 

 

 

第５章 第５節 施策２ 水の安定 
 

≪計画事業№645 休日等給水サービス業務委託事業≫ 業務課 

① 水道のトラブルは通常業者に申し込み、修理費を払う形になっているのではないか。そ

れとも平日は水道部に申し込むのですか。 

【回答内容】 

給水装置のトラブルは、市民の方が直接水道業者に申し込むのですが、市民の大半

の方は水道部に問い合わせてきます。水道部では、状況を聞きとり水道業者を紹介す

るなど対応しております。 

 

② 休日であろうとなかろうと修理依頼者は業者に対して修理費を払うわけだから、何故、

休日に対し、税金で業務委託料を業者に払う必要があるのか。 

③ 業者が休日であれば、割増を依頼者に請求するか、業務を断れば良い訳で、行政がそこ

まで面倒をみる必要があるのか。需要があれば必ず休日業務をする業者も出てきます。 

水道が行政の管轄下にあり、必ず対応しなければならないのなら、業者の組合に対して

委託料を払い出動を義務付けるべきであると思うが、どうでしょうか。 

【回答内容】 

休日は、ほとんどの水道業者が休業しており市民の方の給水装置にトラブルが発生したときに

は水道業者に連絡がとれない状況です。この状況に対応するため水道業者（管工事組合員）を

待機させて対応できるように管工事組合と委託契約を結んでおります。 

≪計画事業№647 水道第５期拡張事業≫ 水道施設課 

① 水道事業第5期拡張事業の事業年度は。 

【回答内容】 

第5期拡張事業の事業年度は、平成8年度～平成42年度までとしている。 

 

② 平成19年度に水道事業再評価審議委員会で、拡張計画の規模縮小が答申されているが、

 輪厚地区配水管整備事業は新工業団地の関係か、また答申との関係は。 

【回答内容】 

再評価の答申では、計画給水人口の減少による拡張計画の縮小を行っている。 

輪厚地区配水管整備事業は、輪厚工業団地に伴う上水道の整備である.答申では、工業系の
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拡大は見込んでおり、縮小の対象とはなっていない。 

 

③ 平成23､24年度の直接事業費の内訳はどのようになっているか。 

【回答内容】 

  平成23年度 

    水道管理ｾﾝﾀ-外構工事              5,000千円   

    西の里配水池受水連絡管布設工事     17,000千円   

    未普及地区配水管布設工事          10,000千円   

    輪厚地区配水管整備実施設計委託       8,095千円   

                                計       40,095千円（消費税抜き） 

 

  平成24年度 

    輪厚地区配水管布設工事               29,000千円   

    輪厚地区ポンプ設備工事               124,000千円    

    未普及地区配水管布設工事             10,000千円    

    千歳川系受水施設電気設備実施設計委託     2,200千円    

                          計       165,200千円（消費税抜き） 

 

④ 毎年度、整備事業を執行しても整備率は100％に限りなく近くならないのか。平成18

年度は99.4％で国の22年度目標99％をクリアしていたが22年度以降はクリアしないよ

うだが問題ないのか。 

【回答内容】 

誤って、水道普及率（給水人口/給水区域内人口）を計上していたため98.5％になっている。

事務事業評価では、過去から整備率（整備済地区人口/行政区域内人口）を記載していること

から、Ｈ22は、99.4％となり国の目標99％を達成している。 

 

 

 

第５章 第５節 施策３ 施設の持続 

 

≪計画事業№648 配水管改良事業≫ 水道施設課 

① 平成10年度に策定された｢老朽管更新事業計画書｣の提出をお願いします。 

【回答内容】 

別添（ＰＤＦ｢老朽管更新事業計画書｣）のとおり提出します。 

 

② 成果指標の老朽管更新計画延長100,071ｍは、何時の時点のものか。 

 毎年度更新計画は、見直されないのか。実際に40年間経過した既存配水管の距離はどのく

らいになっているのか。 

【回答内容】 

平成２２年度に第５次総合計画の推進計画および財政計画時(H23～H25)に、計画延長をL=1

11,812mからL=100,071mに見直しをしている。 
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平成２２年度末に４０年経過した配水管総延長は、L=3,183mである。 

 

③ 評価項目の効率性で｢費用便益比は、費用に見合った効果得られている｣としているが、

その根拠を教えてほしい。 

【回答内容】 

費用便益費の算定に当たっては、事業により生み出される効果と事業に要する費用を比較す

ることにより妥当性を評価した。老朽管の更新を行った場合の漏水損失額の減少額、平常時及

び地震時の事故未然防止による断水被害額、復旧額の減少額で算出を行い計算した結果、B/

C=1.39となり費用に見合った効果が得られると判断する。 

 

 

 

第５章 第５節 施策４ 水道経営基盤の強化 

 

≪計画事業№649 上下水道料金収納業務委託事業≫ 業務課 

① 収納員は、3人としているが北広島全域を担当するのに妥当な人員か。 

【回答内容】 

現在、市内を３人で地区割し対応しております。個別徴収業務の分担については、収納員と情

報を交換しながら業務を進めておりまして収納員の人数についても協議しておりますが、概ね妥

当な人員数と認識しております。 

 

② 収納員と未納者とのトラブルはないか。収納金のチエックは適正に行われるシステムに

なっているか。 

【回答内容】 

未納者との対応なのでいろいろ難しい面もございますが、現在のところトラブルの報告はあり

ません。また、収納金については、市からの情報に基づき訪問、収納し最大でも３日以内には料

金担当に持ち込みチエックを受けております。収納の管理については他に納付された水道料金と

同じく電算により収納管理をしております。 

 

③ 平成23年度以降収納見込み件数を3,000件としているが、過年度実績からみると計画

目標が低いと思われる。また収納見込み件数に対し収納金額目標が高いようであるがその

原因は。 

【回答内容】 

見込み件数については当初から3,000件を目標としてきた経緯がありました。今後は見込み件

数・収納金額目標は収納実績を考慮して設定していきます。 

 

 

 

第５章 第６節 施策１ 下水道の整備と利用の促進 

 

≪計画事業№651 下水道（雨・汚水管）整備事業≫ 下水道課 
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① 平成22年度の雨水、汚水全体計画面積1,845haとしているが、この計画の事業期間は

何時から何時までか。 

【回答内容】 

事業期間は、昭和４５年度から、平成３２年度迄であります。 

 

② 平成25年度は、雨水整備は2ha、汚水整備は0haの計画となっているが、全体計画と

実際の整備事業とはリンクしているのか。 

【回答内容】 

  全体計画は、長期的な視野に立って下水道施設の計画を定めたもので、事業の実施について

は、下水道事業計画（計画期間５年程度）に基づいております。 

市で行う下水道管の整備は、主に市街化区域内の既成市街地について行っており、開発行

為、区画整理については開発事業者が行っております。 

現計画では雨水管の整備については、道路工事に合わせて整備を行っており、汚水管の面

整備については今年度で完了となりますが、管渠の整備としては現在造成中の輪厚工業団地か

ら大曲工業団地への接続管の整備を平成２４年度に予定しております。 

 

 

≪計画事業№652 下水処理センター整備事業≫ 下水道課 

① 家庭系生ゴミの計画処理量は１日当たり11ｔとなっているが、現状4.5ｔの実績に止

まっている。23年度の目標は設定されているのか。また、目標をクリアするためどのよう

な努力がなされているのか。 

【回答内容】 

施設計画時における平成23年度の家庭からの生ごみ処理計画量は、約4,036ｔとなっており

ます。 

収集については、廃棄物対策課で以下のような対応をしています。 

「生ごみの分別排出につきましては、平成23年4月から本格実施いたしましたが、一日あたり

の収集量は平均すると５ｔ未満であり、予定量の４割程度となっております。 

未だ、普通ごみとして出されていることから、普通ごみの組成調査を実施し、排出状況を調べ

ることとしております。 

また、原因分析を進めるため、アンケート調査も実施していきたいと考えております。 

対策につきましては、７月１日の市広報で生ごみ分別をお願いするとともに、各町内会に班

回覧用の啓発文をつくり回覧をお願いしたところですが、今後も出前講座による説明会の実施と

生ごみ分別の啓発活動を行い、分別排出について意識の向上を図っていきたいと考えておりま

す。（回答：廃棄物対策課）」 

 

② 平成25年度からし尿・浄化槽汚泥を受け入れ集約混合処理を行う施設増設を行うとして

いるが、現在三和エクセルが行っているものを受け入れするということか。 

【回答内容】 

現在、し尿・浄化槽汚泥の処理は道央地区環境衛生組合（構成団体：北広島市、長沼

町、南幌町、由仁町）が処理しており、平成25年度からは、この組合が処理していたし

尿・浄化槽汚泥を北広島下水処理センターで受け入れ処理することとしております。 
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③ 平成25年度直接事業費（その他特財）が増えるのは、上記理由からか。 

【回答内容】 

し尿浄化槽汚泥受け入れによるものではなく、計画されている既存施設の更新工事や場内

整備等の建設事業費です。（内容は評価調書の平成25年計画を参照願います） 

 

④ 活動指標に生ゴミが目標値としてないが・・・。 

【回答内容】 

生ごみの処理施設は下水処理センター整備事業の一部分であり、処理センター整備は流入

下水量により大きく影響されることから、生ごみは指標としていません。 

 

⑤ 施設の運営は、協働の可能性は全くないのか。 

【回答内容】 

現在、下水処理センターの運営は、直営で行われ維持管理業務を民間委託されています。 

生ごみ及びし尿浄化槽汚泥処理を下水（汚水）と一体で処理する施設としては、全国的に珍しく、

施設の適正な運営維持管理は、特殊な技術ノウハウが必要であることから、協働には馴染みま

せん。 

 

 

≪計画事業№653 下水道管理システム整備事業≫ 下水道課 

① 委託することにより事務事業の効率化が図られるということか。具体的に効率計算がさ

れているのであれば示してほしい。 

【回答内容】 

委託により、事務の効率化を図られるのではなく、下水道管理システムを整備することにより

事務の効率化が図られるということであります。 

具体的な効率計算は行っておりませんが、下水道の管理システムを活用することにより、今

まで過去の書類等を調べなければ分らなかった多種多様な情報が取得でき、かつ検索・集計機

能を使用することにより施行年度別、材質別、大きさ別等の表示、集計が容易にできるシステム

であります。 

また、自動閲覧システムにより、お客様が自由に下水道施設の情報を閲覧できるようになっ

ております。 

 

② 活動指標の①の目標値は、その年度の下水道延長分の入力分か。 

【回答内容】 

活動指標①の目標値は、その年度までに入力を完了する管延長の累計であります。 

 

③ 下水道管路等情報データは、どんな情報か。 

【回答内容】 

下水道管路等情報データとは、現況図に下水道管、マンホール、公共ます、取付管等の下

水道施設の位置をパソコン上に図面化したもので、それぞれの施設に施設情報として、施行年

度、材質（コンクリート製、塩化ビニル製、鉄製等）、大きさ（管の口径、マンホールの種類）、その
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他（管の高さ、延長、マンホールの深さ等）の情報を、維持管理情報として、修繕履歴、清掃履

歴、施設調査の結果等の情報を入力し、パソコンの画面上で目的の施設をクリックすることによ

り各種情報が表示されるようになっております。 

 

 

≪計画事業№654 下水道管渠更生事業（浸入水対策等)≫ 下水道課 

① 対象施設は、どのくらい（ｋｍ）あるのか。 

【回答内容】 

３４３ｋｍであります。 

 

② 活動指標の①平成22年度の目標値と実績値が大きく乖離しているのは、何か理由がある

のか。また、②③は実績0となっているが、補修はしていないのか。 

【回答内容】 

平成２２年度の管路調査は、下水処理センターに砂が大量に流入したことから、原因追究の

ため管内調査を実施した。また、補修については、管渠維持費で実施しています。 

 

③ 平成22年度対比23､24,25年度の事業費と活動指標の目標とリンクしていないようで

あるが説明してほしい。 

【回答内容】 

管渠更生事業については、平成２５、２６年度に策定する下水道管渠長寿命化計画で、具体

的な事業の実施計画を定める予定でおります。 

そのため、現在は管渠、マンホール等の下水道施設に異常があった箇所について、調査、補

修を実施しております。 

活動指標は、計画的数値ではなく予想値であり、事業費についても補修内容の規模が大きく

なることを想定し事業費を決めております。 

 

 

≪計画事業№655 事業場排水監視事業≫ 下水道課 

① 民間等との協働はできないとしているが、委託調査は可能でないのか。 

【回答内容】 

民間との協働ができないのではなく、事業場排水監視業務について、民間等での単独実施

ができないということです。水質検査業務については、民間に委託をしているが、検査のための

土地、建物への立ち入りについては、下水道管理者に権限があることから、職員の立会が必要

であり、改善指導についても下水道管理者が行うべきものであります。 

 

② 検査は、事前予告検査、不定期検査（抜き打ち）か。 

【回答内容】 

基本的には抜き打ち検査で実施しているが、営業等業務に支障がある場合は、事前に調整

を行っています。 

 

③ 違反業者に対する改善指導を行っているが改善率は、50％台で低いと思われる。罰則規
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定がないのか、又市条例で罰則規定を制定することできないのか。 

 評価項目の効率性で投入した予算に見合っているとしているが、改善が目的であり50％台

は投入予算に対し見合った効果になると思われないが。 

【回答内容】 

改善率だけをみると、平成２２年度は改善率が53.8％（去５カ年平均では65.3％）と低めであ

るが、検査を実施することにより、事業者自ら排水基準が守られるよう除害施設の適正な維持

管理に努めさせる効果が発揮されるものと考えております。 

基準値内事業所数及び改善事業所数は調査対象事業所数の約82％であり、効果は金額に

は換算することはあできないが、管渠の閉塞予防、管渠及び下水処理センターへの過度の負担

防止等、予算に見合った効果は得られていると考えております。 

また、罰則規定は、除害施設の設置については条例に、特定事業所の排水基準違反は下

水道法にあります。 

 

④ 検査項目及び許容基準、検査項目の改善状況と教えてください。 

【回答内容】 

検査項目は、別紙２（１９ページ別紙２ 「水質検査項目一覧」）試験項目一覧表のとおり。基

準値超過項目ごとの原因及び改善状況は下記のとおり。 

・ノルマヘキサン抽出物質含有量、BOD、SS 

   原 因  グリストッラプの清掃が不十分 

   改善策 グリストッラプの定期的な清掃 

・PH（水素イオン濃度） 

   原 因  アルカリ性洗剤の使用 

   改善策 中和剤の使用、洗剤種類の変更 
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                  ・二次予防事業対象者把握  ・生活習慣病等の講演会  

・出前講座 ・健康運動教室 ・脳の健康教室 ・生活講座 

  ・機能訓練教室 ・口腔ケア ・健康運動教室 ・訪問指導 

・生きがいデイサービス   ・水中運動教室 

 

 

・地域ケア会議 

 

・健康データバンク ・窓口、電話相談 

 

                 ・高齢者支援センター 

 

                     ・高齢者虐待等の相談 ・連絡会議 ・研修会 

 

 

  ・いどころ発信システム ・ＳＯＳネットワーク  

                 ・認知症啓発団体支援 ・認知症支え合い員派遣 

・  紙おむつ購入費用助成・在宅生活復帰支援・介護講座 

                 ・介護者のつどい  ・家族介護慰労 

  ・成年後見制度利用支援相談 ・出前講座 

 

                 ・住宅改修費用助成  

 

 

 

 

 

 

  ・テレホンサービス・緊急通報装置の設置・除雪サービス 

・配食サービス・訪問理容サービス・日常生活用具の給付 

・融雪装置設置費助成・エルフィンバトン普及 

  ・ミニデイ ・地域のお茶の間（サロン） 

 

 

 

 

 

 

介護予防推進事業 

特定高齢者介護予防推進事

高齢者支援サービス事業 

成年後見制度利用支援事業 

介護サービス利用者負担額軽減事業 

住宅改修介護サービス事業 

介護従事者フォローアップ研修事業 

介護予防住宅改修事業 

地域包括ケア推進事業 

高齢者総合相談支援事業 

地域包括支援センター運営

高齢者虐待防止ネットワーク事業 

認知症支え合い事業 

家族介護支援事業 

ミニデイサービス支援事業 

ふれあい温泉事業 

老人クラブ活動支援事業 

長寿祝福事業 

介
護
保
険
特
別
会
計
・
地
域
支
援
事
業
費 

一
般
会
計
・
高
齢
福
祉
費 

高
齢
者
福
祉
事
業 

介護予防事業 

包括的支援事業 

任意事業 

別紙１ 「介護保険事業概要」 
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検査項目 基準値 

業    種 

飲
食
業
・
食
品
加
工
業 

自
動
車
整
備
工
場 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業 

新
聞
業 

温
泉
施
設 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設 

工
場
排
水
処
理
施
設 

石
材
工
場 

歯
科
技
工 

医
薬
品
製
造
業 

プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
工
場 

PH ５を超え９未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BOD 600mg/ℓ未満 ○   ○ ○ ○ ○     ○ ○

SS 600mg/ℓ未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○

ｎ－ヘキサ

ン 

鉱油類 5mg/ℓ以下 ○ ○  ○  ○ ○     ○ ○

動植物油脂

類 
30mg/ℓ以下 ○ ○  ○  ○ ○     ○ ○

総クロム 2mg/ℓ以下    ○ ○ ○ ○       

カドミニウム 0.1mg/ℓ以下    ○ ○ ○ ○       

シアン化合物 1mg/ℓ以下    ○ ○ ○ ○       

トリクロロエチレン 0.3mg/ℓ以下   ○    ○       

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/ℓ以下   ○  ○  ○       

フッ素 8mg/ℓ以下   ○    ○       

フェノール類 5mg/ℓ以下     ○  ○     ○  

ひ素 0.1mg/ℓ以下       ○     ○  

アルキル水銀 検出されないこと       ○     ○  

総水銀 0.005mg/ℓ以下     ○  ○   ○   

溶解性マンガン 10mg/ℓ以下    ○ ○  ○       

銅 3mg/ℓ以下    ○ ○  ○       

亜鉛 2mg/ℓ以下    ○ ○  ○       

総リン 32mg/ℓ未満       ○       

総窒素 240mg/ℓ未満       ○       

 

別紙２ 「水質検査項目一覧」 


